
令和６年第１３回琴浦町教育委員会

会議の概要

日 時 令和 6年 11 月 27 日(水)13:30～15:40

場 所 琴浦町役場本庁舎 第 2会議室

出席委員 森田澄恵委員、黒松悟司委員、鍛川智恵委員、吉川公一委員

河原裕司教育長

説明等のため

出席した者

桑本教育総務課長兼学校給食センター長、山根社会教育課長

三好人権・同和教育課長、岸田参事兼指導主事、福嶋参事兼指導主事

傍聴人

日 程

１ 開 会

２ 議事録署名委員の指名 （森田澄恵委員、鍛川智恵委員）

３ 教育長あいさつ

４ 各課報告

５ 議案

議案第 47 号 琴浦町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する

条例の廃止について

議案第 48 号 琴浦町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する

条例施行規則及び琴浦町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償の審査の請求に関する規則の廃止について

議案第 49 号 鳥取県町村総合事務組合の規約の一部改正について

議案第 50 号 令和６年度補正予算要求（12 月補正）について

議案第 51 号 建設工事請負契約の締結について

〔生涯学習センター地下駐車場消火設備改修工事〕

６ その他

（１）教育委員会所管における個別施設計画の状況について

（２）計画訪問結果（下期）のまとめについて

（３）生徒指導報告について

（４）琴浦町青少年健全育成協議会役員の選出について

７ 閉 会

会議の要旨

教育長

教育長

教育長

教育長

（開会）13:30

令和 6年第 13回定例会を開会します。

議事録署名委員を森田委員と鍛川委員にお願いします。

（教育長あいさつ）

各課からの報告を教育総務課から順次お願いします。



教育総務課長

社会教育課長

人権・同和教育課長

教育長

教育委員

教育長

教育総務課長

教育長

教育委員

教育長

教育委員

教育長

教育総務課長

社会教育課長

教育長

教育委員

教育総務課長

教育長

教育委員

教育長

教育委員

教育長

（資料により報告）

・就学援助の認定について

・校区外・区域外就学の承認について

・令和 6年度 鳥取県中学校駅伝大会の結果について

・主な学校行事について

（資料により報告）

・生涯学習センター空調等改修工事の進捗状況について

・「聞く読書」デイジー図書体験会の開催について

（資料により報告）

・人権週間について

・東伯郡人権標語入賞作品について

各課からの報告についてご質問等はありませんか。

特になし

議事に移ります。

議案第 47 号から 49号までは関連する議案になりますので、一括での説

明をお願いします。

（資料により説明）

ご質問等ありますか。

（なし）

議案第 47 号から 49 号まで意見なしでよいですか。

（承認）

議案第 50 号 令和 6年度（12 月定例議会）補正予算要求についての説

明をお願いします。

（資料により説明）

（資料により説明）

この件について、ご質問等ありますか。

光熱水費について、八橋小学校が下がっていますが、何か変化があった

のですか。

当初予算での見込み額が大きかったものです。実績により精査を行って

います。

その他ありますか。

給食センターも工事が順調にすすんでいます。また、給食費は保護者負

担を求めないかたちで米単価の増額に対応したいと考えています。

（なし）

意見なしでよいですか。

（承認）

議案第 51 号 建設工事請負契約の締結について〔生涯学習センター地下

駐車場消火設備改修工事〕についての説明をお願いします。
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（資料により説明）

ご質問等ありますか。

まなびタウンの地下駐車場内の移動表示（一方通行）を守らずに道路に

でる車があったので、この機に通行ルールを検討できませんか。

歩行者の安全面から一方通行のままと考えています。表示については、

検討します。

その他意見ありますか。

（なし）

意見なしでよいですか。

（承認）

その他の項目に移ります。

「教育委員会所管施設における個別施設計画の状況について」の説明を

お願いします。

（資料により説明）

（資料により説明）

（資料により説明）

教育委員の意見を踏まえたうえで、庁内会議で検討していきたいと考え

ています。

建物が安全かどうかの確認方法はどうしているのですか。また、大規模

改修、長寿命化工事との違いはなんですか。

耐震工事は終わっているのですか。

建築基準法 12条に基づく施設点検で安全確認を行っています。

おおよそ 20 年前に耐震化改修を行っています。大規模改修工事と長寿命

化工事の違いは特に明記されたものは確認できませんでした。とちらも施

設を維持継続し、時代に即した改修を行うための工事です。

総合運動公園は将来的には一つになるということですか。

どちらかを廃止するのではなく、重複している施設については、どちら

かに整備を集中する考えとしています。

整備については、利用団体とも話し合いを持って行きます。

計画では 80 年で建て替えとなっています。あと 20 年で考えていかなけ

ればいけません。私は、学校統合ありきとは考えていません。特に小学校

を残すことは悪いことではないです。しかし、現在、年間出生者が 70～80

人となっています。これは、中学校では 1学年の人数です。

琴浦町の教育のあり方を向こう 10 年で検討してはどうでしょうか。その

中で学校のあり方もでてくると思います。

よい意見です。教育長の意見は、受け入れやすい。町全体を考えていく

ことが必要です。

学校を建てるのは大変な時間がかかります。統合を考えていくことは必

要ですが、すぐにはならない。考えていく時期に来ていると思います。

有識者より今住んでいる人で話をして方向を見つけることが大事と考え
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ます。子どもが減ることは分かっているので、責任のある話し合いをして、

10 年先を見て、今動くことが重要です。

大きなプランを描きながら考えていくことが大事と考えます。

子どもたちにどういった教育を提供するのか、考えていきます。

「計画訪問結果（下期）のまとめについて」の説明をお願いします。

（資料により説明）

今年度、計画訪問を学校・こども園は、２年に１回としました。私立こ

ども園は、３年に１回となっています。進め方については、前期の訪問で

学校の課題、後期では課題に対する取り組み状況を聞き、意見交換を行い

ました。

本日、計画訪問のあり方について結論をだすものではありません。委員

の意見を聞いたうえで、次回提案をしたいと考えています。

今年度、計画訪問の方法を変えた主な理由は、コミュニティスクールを

導入して学校の会議数が増加したなかで、学校負担を考慮して訪問回数を

減らしました。委員の感想やご意見をいただきたい。

１年間ですべての学校をまわると、学校に負担がかかることは理解して

いる。ただし、訪問しない学校や訪問時期が開いてしまう学校もある。年

に１回は各学校に行ったほうがよいのではと考えます。

数か月で大きな変化があるものではないと思います。前期後期のいずれ

かで、それそれの学校を年１回訪問してはどうでしょうか。

学校には、１年程度の期間があったほうがよいと思います。春に訪問し

た学校は、次回も春に行ったほうがよい。

年１回は学校に行ってみたいと考えます。子どもたちの様子を見たい。

時期は問いません。

校長先生が新しくなったところは、経営方針を早めにみる。変わってい

ないところは、時期をおいて訪問するのもよいと思います。

年に１回はすべての学校に訪問してはという意見がありました。年１回

の訪問としても狙い、目的を整理する必要があります。また、新任校長の

学校は前期に、ベテラン校長は後期にという意見がありました。

課題の整理として、年度末には学校評価を行います。その内容を見せて

もらい、課題がどうなったのかを訪問で確認する方法もあります。

学校が何に焦点をあてて、子どもたちを育てているのか。その点をそれ

ぞれの学校で見せてもらいたいと思います。

この度出た意見から次年度の計画訪問のあり方を検討したいと思いま

す。また、計画訪問での懇談会について、ご意見はありますか。

校長とキーになる先生との話し合いでよいと思います。

参加される先生は、校長とキーになる先生でよいです。参加にあたって

の目的をしっかりと押さえて懇談に向かってほしいと考えます。

先生はすべて参加でなくてよい。懇談会で会話のキャッチボールができ

る時間をとってもらいたいです。
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各クラスを見せてもらえてよかったです。

学校経営のキーとなる先生と意見交換できる時間が取れるとよいという

意見が多かった。次回提案していきます。

「生徒指導報告について」の説明をお願いします。

（資料により説明）

（意見交換）

「青少年健全育成協議会の役員の選出について」の説明をお願いします。

（資料により説明）

（鍛川委員を選出）

本日の委員会は以上で閉会とします。

（閉会）15：40

令和 6 年第 13 回琴浦町教育委員会の内容を記録し、相違ないことを証するため、ここに署名

する。

令和 年 月 日

署 名

署 名


